
社団法人デジタル放送推進協会 地デジ難視対策衛星放送 利用規約 

 

第１章 総則 

 

（本規約の適用） 

第１条 社団法人デジタル放送推進協会（以下「本協会」という。）は、この利用規約（以下「本

規約」という。）の規定に基づき、本協会が国からの暫定的難視聴対策事業に係る補助金の交

付及び別表第１号に掲げる放送事業者の分担金の支給を受け、地上アナログテレビ放送が終了

する平成 23 年 7 月 24 日（ただし、岩手県、宮城県及び福島県の区域においては、平成 24 年

3 月 31 日）までに地上系の放送基盤により地上デジタルテレビ放送が視聴できない世帯及び非

世帯施設に対し、地上系の放送基盤による恒久的な対策が終了するまでの間、それまで視聴し

ていた地上アナログテレビ放送に相当する放送について、暫定的に放送衛星を用いた地上系の

放送番組の同時再放送（再送信）による放送の視聴を可能とするための放送（以下「地デジ難

視対策衛星放送」という。）を提供します。 

２ 本協会は、日本放送協会（以下｢ＮＨＫ｣という。）の行う放送受信契約のうち特別契約の対

象となる世帯及び非世帯施設に対して地デジ難視対策衛星放送を提供します。 

（用語の定義） 

第２条 本規約中の次に掲げる用語の意味は、本条に示すとおりとします。 

 一 「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者を

いい、日常的に居住していない別荘等の家屋を含む。 

 二 「非世帯施設」とは、世帯以外の事業所等の施設をいう。 

 三 「ホワイトリスト」とは、総務省及び全国地上デジタル放送推進協議会において策定・公

表される地デジ難視対策衛星放送の利用対象地区等が示された地デジ難視対策衛星放送対

象リストをいう。 

 四 「Ｂ－ＣＡＳ社」とは、地デジ難視対策衛星放送の限定受信システムの管理を行う株式会

社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズをいう。   

 五 「Ｂ－ＣＡＳカード」とは、Ｂ－ＣＡＳ社が貸与するカードであって、デジタル放送用受

信機（以下「受信機」という。）に挿入されることにより当該受信機を制御するＩＣを組み

込んだものをいう。 

 六 「地域協議会」とは、全国地上デジタル放送推進協議会の全国３２の地方組織であって、

ＮＨＫ、民間放送事業者及び総務省総合通信局（沖縄総合通信事務所を含む。）等で構成さ

れるものをいう。 

 七 「受信設備」とは、地デジ難視対策衛星放送を受信するためのアンテナ、受信機及びその

付属器具（接続するための配線等を含み、Ｂ－ＣＡＳカードは除く。）をいう。 

 八 「受信設備整備支援」とは、国からの補助金の交付を受けて受信設備を有していない世帯

に対して地デジ難視対策衛星放送の受信に必要な最小限の受信設備を整備する支援をいう。 

 九 「基幹放送局提供事業者」とは、放送法第２条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業

者であって、本協会の放送番組を放送するものをいう。 

 十 「利用者個人情報」とは、利用者（この号においては、地デジ難視対策衛星放送を利用す

る者をいい、申込みをする者又は利用が終了した者を含む。）の個人に関する情報であって、

氏名、住所その他の記述等により当該利用者を特定又は識別することができるもの（他の情

報と容易に照合することができることとなるものを含む。）をいう。 

 十一 「デジサポ」とは、本協会の運営する総務省テレビ受信者支援センターであって、本協

会が各都道府県に設置し、無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱に基づくデジタル



受信相談・対策事業を実施する組織（各地域支援センター）及び本協会に設置し、各地域支

援センターにおいて実施する当該デジタル受信相談・対策事業を統括する組織（統括本部）

により構成されるものをいう。 

（地デジ難視対策衛星放送の実施期間） 

第３条 地デジ難視対策衛星放送の実施期間は、平成 22 年 3 月から平成 27 年 3 月末までとし、

平成 27 年 3 月末をもって、地デジ難視対策衛星放送を終了します。なお、終了年月日は変更

される場合があります。 

 

    第２章 放送利用手続き 

 

（放送利用の対象等） 

第４条 地デジ難視対策衛星放送の利用（以下「放送利用」という。）の対象は、ホワイトリス

トに掲載された対象地区（以下「対象地区」という。）及び対象地区を除く日本国内の地区に

おいて地上アナログテレビ放送の終了前にＮＨＫの地上アナログテレビ放送が受信できない

地区（建築物その他の工作物の影響により受信できない場合を除く。以下「アナログ難視聴地

区」という。）の世帯及び非世帯施設とし、当該世帯及び非世帯施設を利用対象者といいます。 

（放送利用の単位等） 

第５条 放送利用の手続きは、世帯単位又は非世帯施設単位で行います。 

２ 放送利用ができる受信機の数は、世帯にあっては１世帯当たり３台までとし、非世帯施設に

あっては、必要と認められる場合には１施設当たり３台を超えることができるものとします。 

（放送利用の申込み） 

第６条 放送利用の申込みをする者（以下「利用申込者」という。）は、本協会が発行する世帯用

利用申込書又は非世帯施設用利用申込書（以下「利用申込書」という。）により、本協会に申込

みを行うものとします。この場合において、世帯の利用申込みにあっては、代表者（世帯主等）

の氏名及び住所を確認できる公的書類（住民票、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、

健康保険証又は外国人登録証のいずれか）の写しを提出するものとします。ただし、運転免許

証、健康保険証又は外国人登録証の写しをもって氏名及び住所を確認する場合は公共料金の領

収書の写しを提出するものとします。非世帯施設の利用申込みにあっては、公的書類（事業所

証明書、登記事項証明書、納税証明書又は公共料金領収書のいずれか）の写しを提出するもの

とします。 

２  前項の世帯用利用申込書に記載する名前及び住所は、提出する公的書類及び公共料金の領収

書に記載するものと、非世帯施設用利用申込書に記載する施設所在地は、提出する公的書類に

記載するものと同一とする必要があります。 

３ 利用申込者は、本協会において身分証明証を発給した調査・工事担当員に第 1 項に定める公

的書類を提示したときは、公的書類の写しを提出したものとみなすことができます。 

４ 前項のほか、ホワイトリストに包括的に掲載される技術的な要因（原因が不特定のもの）に

より難視となる世帯及び非世帯施設（以下「デマンド難視世帯等」という。）のうち受信設備整

備支援を必要としない場合並びに工事遅れ等の技術的な要因以外で地上デジタル放送が視聴で

きない世帯及び非世帯施設（以下「一時利用世帯等」という。）の場合は、公的書類の写しの提

出を不要とします。 

５ 第１項の放送利用の申込みの際に登録ができるＢ－ＣＡＳカードの枚数は、３枚以内としま

す。ただし、非世帯施設にあっては、第１０条に規定する放送の利用の開始以降に１施設当た

り３枚を超えて追加登録することができます。 

（放送利用の非承諾） 



第７条 本協会は、次の各号に掲げる場合は、放送利用の申込みを承諾しないことがあります。 

一 利用申込者が住所を確認できる公的書類の写しを提出しない場合又は提出された公的書

類の写しから住所を確認できない場合 

二 利用申込者が利用内容確認書(誓約書)を提出しない場合又は本規約を遵守しないおそれが

あると認められる相当な理由がある場合 

三 利用申込者が地デジ難視対策衛星放送の提供に関し、著作権その他の知的財産権、その他

本協会の権利を侵害し、又は利益を損なうおそれがあると認められる相当の理由がある場合 

四 利用申込者が地デジ難視対策衛星放送を放送法及び他の法令に反する目的で利用し、又は

利用するおそれがあると認められる相当の理由がある場合 

（放送利用の申込受付期間等） 

第８条 放送利用の申込みの受付は、対象地区の場合は、原則、地上アナログテレビ放送が終了

する平成 23 年 7 月 24 日（ただし、岩手県、宮城県及び福島県の区域においては、平成 24 年

3 月 31 日）までの期間とし、対象地区への転入による利用対象者にあっては、利用対象者とな

った日から第６条の規定に基づく利用申込みを受付けます。 

（放送利用の通知等） 

第９条 本協会は、第６条の利用申込みがあった場合は、その内容及び住所が対象地区及びアナ

ログ難視聴地区（以下「対象地区等」という。）であるかを確認した後、その利用申込者に放送

利用を承諾する旨又は承諾しない旨を通知します。 

２ 放送利用の申込みは、利用申込者からの利用内容確認書の提出によって手続きが完了します。 

（放送利用の開始日） 

第１０条 放送利用の開始日は、本協会が利用申込者に通知する放送利用の決定の日からとしま

す。 

（放送利用の変更届） 

第１１条 第６条の利用申込者又は第９条第２項の規定により放送利用の手続きを完了した者

（以下「利用者」という。）は、利用申込書に記載した事項(氏名又は施設名その他住所、電話番

号、Ｂ－ＣＡＳカードの番号等)に変更が生じた場合は、本協会に、本協会が指定する様式により、

その変更の届出をするものとします。 

（利用料） 

第１２条 地デジ難視対策衛星放送の放送番組の視聴に当たっての利用料は、無料です。 

 

第３章 地デジ難視対策衛星放送の提供 

 

（地デジ難視対策衛星放送の提供） 

第１３条 本協会は、地デジ難視対策衛星放送として、別表第１号に掲げる放送事業者の地上デ

ジタルテレビ放送の放送番組を提供します。 

２ 前項の地デジ難視対策衛星放送は、限定受信システムによる受信制御（放送利用の開始前に

放送番組を視聴できないようにするもの）を行います。 

（視聴できる放送番組） 

第１４条 利用者は、ホワイトリストに掲載された放送番組を視聴できるものとします。 

２ アナログ難視聴地区については、視聴できる放送番組は、ＮＨＫ総合及びＮＨＫ教育としま

す。 

（放送時間） 

第１５条 本協会は、地デジ難視対策衛星放送の実施期間中、放送設備の故障その他のやむを得

ない事情がある場合を除き、別表第１号に掲げた放送事業者の放送番組を同時再放送（再送信）



します。 

（故障及びメンテナンス等） 

第１６条 地デジ難視対策衛星放送の放送番組の視聴に障害があった場合であって、本協会の放

送設備に何らかの異常があったときは、本協会の責任において必要な措置を講じるものとし、

その視聴障害の原因が利用者又は第三者の責めに帰すべき事由若しくは天災、事変及び降雨減

衰その他の事象に起因するときは、本協会は一切の責任を負いません。 

２ Ｂ－ＣＡＳカードの機能不全により視聴障害が発生した場合においては、Ｂ－ＣＡＳ社が定

めた「Ｂ－ＣＡＳカード使用許諾契約約款」の規定に基づき、Ｂ－ＣＡＳ社の責任において正

常なカードと取替えがなされます。 

３ 本協会は、放送設備の維持管理のため、地デジ難視対策衛星放送の電波を一時的に停止する

ことがあります。 

 

第４章 禁止事項等 

 

（禁止事項） 

第１７条 利用者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。 

 一 Ｂ－ＣＡＳカードの改造若しくは改ざん又は譲渡等による第三者の使用等「Ｂ－ＣＡＳカ

ード使用許諾契約約款」において禁止されている行為並びに受信設備の改造、改ざん又はＢ

－ＣＡＳカードによらない地デジ難視対策衛星放送の視聴 

 二 地デジ難視対策衛星放送に著作権その他の知的財産権、その他本協会の権利を侵害し又は

利益を損なう行為 

 三 地デジ難視対策衛星放送を用いた法令に違反する行為 

 四 利用者が放送利用の申込みの際、申込み手続きに必要な事項として本協会が求めた事項の

全部又は一部について、真実とは異なることを告げる行為 

２ 利用者が前項に違反して本協会に損害を与えた場合においては、本協会は利用者に対し損害

の賠償を請求することがあります。 

（免責事項） 

第１８条 本協会は、次に掲げる場合については、損害賠償の責任を負いません。 

 一 天災、事変及び降雨減衰その他の事象に起因する視聴障害 

 二 本協会の責に帰す、又は帰さない事由にかかわらず、地デジ難視対策衛星放送の停止 

 三 利用者若しくは第三者の行為に起因し、又は受信設備若しくはＢ－ＣＡＳカードに起因す

る異常 

 

第５章 放送利用の終了 

 

（視聴可能による終了） 

第１９条 放送利用の終了は、次の各号に定めるところによるものとします。この場合において、

本協会は、当該放送利用の終了について利用者に通知することとし、利用者は、当該放送利用

の終了に関する手続きをする必要はありません。 

 一 利用者（次号及び第三号に該当するものを除く。）の利用申込書に記載した住所において

地上デジタルテレビ放送の視聴が可能となった日の属する月の翌月から起算して７ヶ月を

経過した日まで 

 二 デマンド難視世帯等の利用者のうち居住地（非世帯施設にあっては所在地。以下「居住地

等」という。）に係る地域協議会によって当該デマンド難視世帯等が難視聴ではないと判断



された場合には、本協会が当該利用者に通知した日まで 

 三 一時利用世帯等の利用者は、第１０条に規定する放送利用の開始日の属する月の翌月から

起算して７ヶ月を経過した日まで 

（転出による終了） 

第２０条 利用者は、対象地区等から対象地区等外に転出する場合は、本協会の指定する様式に

より、本協会に通知し、当該通知を本協会が受け取ったことをもって放送利用を終了するもの

とします。 

２ 前項に該当する利用者のうち居住地等が属する対象地区等と異なる対象地区等に転入した

場合は、再度、第６条に規定する放送利用の申込みを行うことができます。 

（視聴可能及び転出以外の理由による終了） 

第２１条 利用者は、第１９条及び前条による理由以外の理由で放送利用を終了しようとする場

合は、本協会の指定する様式により、本協会に通知し、当該通知を本協会が受け取ったことを

もって放送利用を終了するものとします。 

（放送利用の一時停止等） 

第２２条 本協会は、次の各号に掲げる場合には、利用者に対して地デジ難視対策衛星放送の提

供を一時停止又は放送利用を終了できるものとします。 

 一 利用者が本規約に違反した場合 

 二 利用者が本協会の提供する地デジ難視対策衛星放送を、業務等で不特定若しくは多数の者

が視聴できるように使用し、又は同時送信若しくは配信で使用することを目的とする場合等

の世帯視聴目的以外で使用する場合（非世帯施設が本協会の放送利用の決定を受け放送利用

する場合を除く。） 

 三 利用者が日本国外において、地デジ難視対策衛星放送を視聴している場合又はそのおそれ

があると認められる場合 

 四 利用者が第１７条第１項に掲げる禁止事項を行った場合又はそのおそれがあると認めら

れる場合 

２ 次の各号の場合により地デジ難視対策衛星放送の提供が不可能な事態が生じた場合におい

ては、放送利用は終了するものとします。 

 一 本協会の衛星基幹放送業務の認定が取り消され、又は更新されなかった場合 

 二 基幹放送局提供事業者の無線局の免許が取り消され、又は再免許が拒否された場合 

 三 別表第１号に掲げる放送事業者から再放送（再送信）同意が取り消され、又は更新されな

かった場合 

 四 本協会が地デジ難視対策衛星放送を提供するために必要な放送設備又は視聴管理設備に

回復不能の損害が生じた場合 

 五 放送衛星局（本協会の放送番組を放送する設備が設置された人工衛星の無線局）又はアッ

プリンク施設（本協会の放送番組を放送衛星局に送信する施設）に回復不能の損害が生じた

場合等本協会と基幹放送局提供事業者との間の放送局設備供給契約が履行されない場合 

 六 その他本協会が地デジ難視対策衛星放送を提供することが客観的に不可能な事態が生じ

た場合 

 

第６章 利用者個人情報の取扱い 

 

（利用者個人情報の取扱い） 

第２３条 本協会は、保有する利用者個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成

15 年法律第 57 号）、個人情報の保護に関する基本方針（平成 16 年 4 月 2 日閣議決定）及び放



送受信者等の個人情報の保護に関する指針（平成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 696 号。以下「指

針」という。）に基づくほか、本協会が指針第２８条の規定に基づいて定める基本方針（以下

「個人情報管理規程」という。）及び本規約の規定に基づいて適正に取扱います。 

２ 個人情報管理規程には、本協会が保有する利用者個人情報に関し、利用目的、利用者個人情

報により識別される特定の個人（以下「本人」という。）が本協会に対して行う各種求めに関

する手続、苦情処理の手続その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを本協会ホームページ

（URL: http://www.dpa.or.jp/）に公表します。 

３ 本協会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、利用者個人情報を取り扱うとともに、

保有する利用者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。 

（利用者個人情報の利用目的等） 

第２４条 本協会は、次に掲げる目的で、利用者個人情報を取り扱います。 

 一 放送利用の決定及び継続に関すること 

 二 地デジ難視対策衛星放送の提供に係る限定受信システムによる受信制御に関すること 

 三 Ｂ－ＣＡＳカードユーザー登録 

 四 本人に対する通知、連絡 

 五 本人からの問合せ、苦情等に対する応対 

 六 地デジ難視対策衛星放送の向上を目的とした視聴者調査 

 七 受信設備の設置及びアフターサービス 

 八 地デジ難視対策衛星放送の視聴状況等に関する各種統計処理 

 九 地デジ難視対策衛星放送の提供に関連しての第三者への提供（第３項に該当する場合に限

る。） 

２ 本協会は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項に規定する利用

目的を超えて、利用者個人情報を取り扱うことはありません。 

 一 法令に基づく場合 

 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ること

が困難であるとき。 

 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人

の同意を得ることが困難であるとき。 

 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する

ことに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂

行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

３ 本協会は、保有する利用者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供する

ことはありません（第三者への提供には、次条の規定により利用者個人情報の取扱いを委託す

る場合は含みません。）。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。 

 一 本人が書面等により同意した場合 

 二 本人の求めに応じて当該利用者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、

以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は個人情報管理規程に定めて本人が容易に知り得

る状態においたとき 

  ア 第三者への提供を利用目的とすること 

  イ 第三者に提供される利用者個人情報の項目 

  ウ 第三者への提供の手段又は方法 

  エ 本人からの求めに応じて当該利用者個人情報の第三者への提供を停止すること 

 三 放送利用の申込みが行われた際に、Ｂ－ＣＡＳ社が行うＢ－ＣＡＳカードユーザー登録に

必要な限度で利用者個人情報をＢ－ＣＡＳ社に提供する場合（これらの利用者個人情報の変

http://www.dpa.or.jp/


更が生じた場合に本協会からＢ－ＣＡＳ社へ連絡して登録情報の修正を行う場合を含む。）、

並びに利用者からＢ－ＣＡＳカードの紛失等の連絡、交換依頼等を受けた際に本協会がＢ－

ＣＡＳ社に対して必要な連絡を行う場合 

 四 放送利用の申込みが行われ、受信設備整備支援を行う際に必要な取付け工事等を行う場合

において、当該工事を行う者に対して、受信設備整備支援の業務を円滑に行うために必要な

限度で利用者個人情報を提供する場合 

 五 本協会が利用申込者の放送利用を決定した後、総務省地デジチューナー支援実施センター

が行う支援の対象者の資格要件を確認するために必要な限度で利用者個人情報を総務省地

デジチューナー支援実施センターに提供する場合 

 六 本協会が利用申込者の放送利用を決定した後、ＮＨＫが行う放送受信契約の確認及び案内

のために必要な限度で利用者個人情報（本号においては、非世帯施設に関する情報を含む。）

をＮＨＫに提供する場合（これらの利用者個人情報の変更が生じた場合に本協会からＮＨＫ

へ連絡して登録情報の修正を行う場合を含む。）。この場合において、ＮＨＫは当該利用者個

人情報をＮＨＫ個人情報保護規程に則って適正に取り扱うものとします。 

 七 デマンド難視世帯等において放送利用の申込みが行われた際に、地上デジタルテレビ放送

の難視聴の調査・確認するために必要な限度で利用者個人情報をデジサポ、居住地等に係る

地域協議会及び居住地等を管轄する地方公共団体に提供する場合 

 八 一時利用世帯等において放送利用の申込みが行われた際に、地上デジタルテレビ放送の受

信状況又は申込みを確認するために必要な限度で利用者個人情報をデジサポ、総務省地上デ

ジタルテレビジョン放送受信相談センター、居住地等に係る地域協議会及び居住地等を管轄

する地方公共団体に提供する場合 

４ 本協会は、本人から、本協会が保有する利用者個人情報の利用目的の通知を求められたとき

は、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態におい

てあるとき、又は本人に通知することにより次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りで

はなく、利用目的を通知しない場合はその旨を本人に対して通知します。 

 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

 二 本協会の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 

 三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要が

あって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

（利用者個人情報の取扱いの委託） 

第２５条 本協会は、利用者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。 

２ 前項の委託をする場合は、利用者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の利用者個

人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基

づいて委託先を選定します。 

３ 本協会は、第１項の委託先との間で、利用者個人情報の安全管理のために講じる措置、秘密

の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結するとともに、委託先に対する必要か

つ適切な監督を行います。 

４ 前項の契約には、第１項と委託先が利用者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場

合には、前二項と同様の措置を講じる旨の内容を含めます。 

（安全管理措置） 

第２６条 本協会は、利用者個人情報の安全管理のため、利用者個人情報に係る管理責任者の設

置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他、指針第１０条から第１

５条までに定める措置を講じます。 

（本人による開示の求め） 



第２７条 本人は、本協会に対し、個人情報管理規程に定める手続きにより、本協会が保有する

本人に係る利用者個人情報の開示（利用者個人情報が存在しないときにその旨を知らせること

を含みます。以下同じ。）の求めを行うことができます。 

２ 本協会は、前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により（本人が他の方法を希望する場

合を除きます。以下同じ。）当該情報を開示します。ただし、開示することにより次の各号の

いずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。 

 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

 二 本協会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

 三 他の法令に違反することとなる場合 

３ 前二項の規定にかかわらず、当該利用者個人情報の存在が明らかになることにより公益その

他の利益が害されるものとして個人情報の保護に関する法律施行令（平成 15 年政令第 507 号）

第３条各号に該当することになる場合又は当該利用者個人情報が６ヶ月以内に消去されるも

のである場合には、本協会は開示要求を拒否することができるものとします。 

４ 本協会は、第２項ただし書及び前項の規定に基づき利用者個人情報の全部又は一部について

開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、文書でその旨通知し、かつ、その理由を説明する

よう努めるものとします。 

（本人による利用停止等の求め） 

第２８条 本人は、本協会が保有する自己の利用者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正

性を確保するために、個人情報管理規程に定める手続きにより、本協会に対し、次に掲げる求

めを行うことができます。 

 一 利用者個人情報の内容が事実ではないという理由による利用者個人情報の訂正、追加又は

削除 

 二 利用者個人情報が第２４条第１項又は第２項の規定に違反して取り扱われているという

理由による利用者個人情報の利用の停止又は消去 

 三 利用者個人情報が第２４条第３項の規定に違反して第三者に提供されているという理由

による利用者個人情報の第三者への提供の停止 

２ 本協会は、前項の求めに理由があると認めたときには、遅滞なく、求めに応じた措置を講じ

ます。ただし、前項第二号又は第三号の場合において、求めに応じた措置を講じることが、多

額の費用を要する場合その他困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこ

れに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。 

３ 本協会は、前項により講じた措置の内容（措置を講じない場合はその旨）を本人に対し遅滞

なく文書により通知し、かつ、その理由を説明するよう努めるものとします。 

（本人確認と代理人による求め） 

第２９条 本協会は、第２４条第４項、第２７条第１項又は第２８条第１項の求めを受けたとき

は、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、個人情報管理規程に求める手

続により行います。 

２ 本人は、第２４条第４項、第２７条第１項又は第２８条第１項の求めを、代理人によって行

うことができます。 

（本人の求めに係る手数料） 

第３０条 本協会は、第２４条第４項及び第２７条第１項の求めを受けた場合は、別表第２号に

定める手数料を請求します。 

２ 前項に定める場合のほか、手数料に係る手続は、個人情報管理規程に定めます。 

（苦情処理） 

第３１条 本協会は、利用者個人情報の取扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。 



２ 前項の苦情処理の手続は、個人情報管理規程に規定します。 

（本人が行う求め及び苦情等の受付窓口） 

第３２条 本協会は、第２４条第４項、第２７条第１項又は第２８条第１項の規定に基づく求め、

前条の規定に基づく苦情、その他利用者個人情報の取扱いに関する問合せについては、次の窓

口において受け付けます。 

  地デジ難視対策衛星放送受付センター 

  住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-3-1 三菱重工業横浜ビル 10 階 

  電話：045-345-0522（9:00～18:00／土日祝及び年末年始を除く。） 

（保存期間） 

第３３条 本協会は、保有する利用者個人情報の保存期間を別表第３号に定め、これを超える利

用者個人情報については、遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければ

ならないときは、この限りではありません。 

（利用者個人情報の漏えい等があった場合の措置） 

第３４条 本協会は、本協会が取り扱う利用者個人情報の漏えいがあった場合には、本人の連絡

先が分からない場合等本人に連絡を取ることが困難な場合を除き、速やかに、その事実関係を

本人に通知するよう努めます。 

２ 本協会は、本協会が取り扱う利用者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速

やかにその事実関係及び再発防止対策につき可能な限り公表するよう努めます。 

３ 前二項の規定は、通知又は公表することにより、第２７条第２項各号の規定に該当する場合

には、この限りではありません。 

 

第７章 その他 

 

（本協会の代理人等） 

第３５条 放送利用の申込み、終了等放送利用の手続きに関する本協会からの通知は、特段の記

載のない限り本協会が指定する者が行うものとします。 

（権利の譲渡） 

第３６条 利用者は、放送利用上の権利、義務その他放送利用上の地位の全部又は一部について

譲渡、質入れ、賃貸その他の処分をすることはできません。 

（放送利用上の地位の承継） 

第３７条 相続により、利用者の放送利用上の地位は承継されるものとします。 

２ 利用者の放送利用上の地位を承継した者は、速やかに本協会が指定する方法により、承継の

事実及び本協会が指定する事項を本協会に通知するものとします。 

 

付 則 

本規約は、平成２２年１月２９日より施行します。 

付 則 

本規約は、平成２３年３月１日より施行します。 

付 則 

本規約は、平成２３年４月１日より施行します。 

付 則 

本規約は、平成２３年７月２２日より施行します。 

 

 



 

別表第１号（第１３条関係） 

放送事業者名 放送番組名 

ＮＨＫ ＮＨＫ総合、ＮＨＫ教育 

日本テレビ放送網株式会社 日本テレビ 

株式会社テレビ朝日 テレビ朝日 

株式会社ＴＢＳテレビ ＴＢＳテレビ 

株式会社テレビ東京 テレビ東京 

株式会社フジテレビジョン フジテレビ 

放送番組は、東京地区で放送している地上デジタルテレビ放送の番組です。ただし、一の時間

帯に放送している番組が複数ある場合には、主たる放送の放送番組となります。画質は、標準

画質とし、データ放送及び双方向サービスについては利用できませんが、字幕放送は視聴可能

です。 

 

別表第２号（第３０条関係） 

利用者が行う求めの種別 手数料 

利用者個人情報の利用目的通知請求及び開示請求 1,050 円（税抜 1,000 円） 

 

別表第３号（第３３条関係） 

種類 保存期間 

放送利用に係る本協会が保有する利用者個人情報 地デジ難視対策衛星放送の終了まで 

 

 


